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役員退職慰労金制度の廃止および株価連動型報酬制度導入に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の

廃止と取締役に対する株価連動型報酬制度の導入を決定いたしました。平成20年６月27日開催

予定の当社第29期定時株主総会（以下「当社第29期定時株主総会」といいます。）終了後から、

下記のとおり実施いたしますのでお知らせいたします。 

                    

                   記 

 

１．報酬制度変更の概要 

   ①取締役および監査役の退職慰労金制度の廃止 

     取締役および監査役を対象とする「役員退職慰労金制度」を当社第29期定時株主総会

の終結の時をもって廃止いたします。これにより、過去の役員退職慰労金引当分につきま

しては、当社第29期定時株主総会終結の時をもって退任する取締役、監査役および重任

される取締役、任期中の監査役の各人が退任するときに、株主総会において承認を得た上

で支給することとし、退職慰労金の新たな引当やこれに伴う退職慰労金支給の積み増しは

しないものとします。また、当社第29期定時株主総会以降の株主総会において新たに選

任される取締役と監査役につきましては退職慰労金を支給しないこととします。 

   ②取締役に対する株価連動型報酬制度の導入 

     取締役の報酬体系を見直し、本年７月度より月額報酬の一定割合を自社株取得目的報酬

として支給し、取締役はこの報酬相当額を当社役員持株会に拠出することとします。 

 

 ２．制度変更の目的 

     当制度の変更は、在任期間により支給される役員退職慰労金を廃止するとともに、取締

役が月額報酬の一定割合を役員持株会に拠出することにより、取締役報酬と会社業績の

連動性を高め、取締役が株価上昇のメリットと下落のリスクを株主と共有して、株価と

企業価値の向上に対する更なる努力と経営責任の明確化をはかることを目的とするもの

です。 

 

 ３．役員持株会について 

      この報酬制度変更により、取締役の報酬の一部を自社株式の支給に充てることとしま

すが、取締役の金融商品取引法遵守等の制約条件を鑑み、平成20年７月に「極楽湯役員

持株会（民法第667条第１項の規定に基づく組合組織）」を設立し、役員持株会規約を定

めて、役員持株会への拠出、持分の引き出し、引き出し株の保有や処分のルール化をは

かります。なお、取締役は当報酬制度の一環として取得した株式につきましては、原則

として退任時まで保有するものといたします。  

以 上 


